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付
近
で
、現
在
の
国
道
54
号
線

に
当
た
る
道
路
に
面
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

刈
田
村
は
、１
８
８
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合
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ま
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９
５
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昭
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３
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31
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野
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と
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千
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ま

し
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１
９
６
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あの日の記憶は
写真の中にⅡ［35］

木
造
２
階
建
て
の
よ
く
似
た
建
物
が
並
ん
で
い
ま
す
。手
前
の
建
物
の
正
面
玄
関
の
左
に
は「
刈
田
村
役
場
」

と
書
か
れ
た
木
製
の
看
板
が
掛
か
っ
て
い
ま
す
。ひ
さ
し
の
下
に
は
複
数
の
自
転
車
が
並
び
、建
物
前
に
は
掲

示
板
も
あ
り
ま
す
。建
物
か
ら
横
に
突
き
出
た
部
分
は
板
貼
り
で
な
い
た
め
、増
築
し
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す

（
奥
の
建
物
が
役
場
と
関
係
が
あ
る
か
は
不
明
で
す
）。
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消防

安芸高田市消防本部・安芸高田消防署　☎42-0119・お太助フォン42-3952　　47-1191

火入れ許可申請 届け出
〈申請先〉

農林水産課 林業水産係
〈申請期限〉
実施の10日前
〈許可期間〉
14日以内

〈問い合わせ〉
☎・お太助フォン
47-4022

〈届け出先〉
安芸高田消防署
〈届け出期限〉
実施の1日前
〈問い合わせ〉
☎42-0119

お太助フォン42-3952
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いいえ はい

いいえ
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目的が「造林の地ごしらえ・害虫駆除・
開墾準備・焼畑」に該当する

フローチャート

火入れの方法が
「面的」に行うもの

田畑のけい畔の草刈り後
の草を焼却・防除散布後の
枯草焼却に該当する
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火入れ許可申請は
い

は
い

は
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え

い
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え

〈申請先〉産業部農林水産課
〈申請期間〉実施の10日前まで
〈許可期間〉14日以内
〈問い合わせ〉☎47-4022

届け出
〈届け出先〉消防本部予防課
〈届け出期限〉実施の1日前まで
〈問い合わせ〉☎42-0119
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本年1月から、林野火災注意報・林野火災警報の運用が始まりまし
た。林野火災は、たき火や野焼き、火の不始末など、私たちの身近な行
動が原因となって発生することがほとんどです。一人一人が火の取り扱
いに気を付けることで、大切な命や森林を守ることにつながります。火
の取り扱いには十分注意し、林野火災の防止に努めましょう。

みんなで知っておこう!
林野火災注意報・林野火災警報

■林野火災注意報
　火災が発生しやすい1月～5月の間、下記いずれかの条
件に該当する場合に発令します。
前3日間の合計降水量が1㎜以下かつ前30日間の合
計降水量が30㎜以下のとき
前3日間の合計降水量が1㎜以下かつ乾燥注意報が
発表されたとき

■林野火災警報
　林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発
表されたときに発令します。

　下記の「火の使用の制限」に従う義務が発生します。
山林、原野などにおいて火入れをしない。
煙火（花火）を消費しない。　
※消防長または消防署長が火災の予防上支障がな
いと認めるときは、この限りではない。
屋外において、火遊びまたはたき火をしない。
屋外において、引火性または爆発性の物品、その他
の可燃物の付近で喫煙をしない。
残火（たばこの吸殻を含む）、取灰または火粉を始末
する。

どんなときに発令する？

発令されるとどうなる？

　林野火災注意報は、罰則を伴わない努力義務を課す
ものですが、林野火災警報は「火の使用の制限」に違反し
た者に対して、消防法により30万円以下の罰金または拘
留が科される場合があります。

義務を守らなかったらどうなる？

「火入れ」とは、森林または森林の周囲1キロ
メートルの範囲内にある土地において、立木竹、
雑草、堆積物などを面的に焼却する行為のことを
いいます。目的などに応じた申請、または「火災と
まぎらわしい煙、または火炎を発するおそれのあ
る行為」の届け出を行ってください。

火入れには許可申請が必要です！

※注意報・警報は、降雨、降雪、積雪がある場合は発令しないこ
とがあります。

林野火災警報を発令した
場合には、市ホームペー
ジ、市公式LINE、お太助
フォンで発信し、消防車
などでパトロールします。
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